
 
 

「我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科会」の設置について 

 

平成 24 年９月 18 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

１．設置の目的 

 我が国経済が新たな成長を実現していくためには、金融・資本市場の根幹とも言

える株式市場が、企業の円滑な資金調達の場として、また、国民の健全な資産形成

の場として、その機能を十分に発揮していくことが不可欠である。 

 このため、我が国経済の再生とさらなる成長に向けて、我が国における公募増資

等を巡る諸課題を整理のうえ、そのあり方について集中的に議論を行うため、証券

戦略会議の下に、「我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科会」（以下「分科

会」という。）を設置する。 

 

２．検討事項 

(1) 我が国における公募増資制度の変遷、欧米との比較等 

(2) 証券会社による公募株式の引受けのあり方 

(3) 経済の活性化と公募増資のあり方 

※ 上記(3)の検討は、上記(1)及び(2)における整理を踏まえて行う。 

 

３．構成・運営 

(1) 分科会は、証券戦略会議の委員、会員代表者、会員の役員又は学識経験者から

選任する委員をもって構成する。 

(2) 分科会の委員は、証券戦略会議議長が選任する。 

(3) 分科会の委員長及び副委員長は、委員のうちから証券戦略会議議長が選任する。 

(4) 分科会の委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

４．スケジュール（予定） 

 適宜、証券戦略会議等に中間報告を行うとともに、平成 25 年６月末までに最終報

告書の取りまとめを行う。 

 

５．事務局 

 分科会の事務局は、日本証券業協会 企画部が担当する。 

 

以   上 


